
駿河台大学互助会会則 

 

第１章  総  則 
（名称及び所在） 
第１条  本会は、駿河台大学互助会（以下「本会」という）と称

し、事務局を学校法人駿河台大学内に置く。 
（目的） 
第２条  本会は、互助の精神のもとに、駿河台大学の学生の福利

厚生に資するため、負傷、疾病、障害及び死亡に関する扶助、

学生への援助並びに駿河台大学の施設･設備に対する必要な助

成を行い、もって学校教育の円滑な実施に寄与することを目的

とする。 
（事業） 
第３条  本会は、前条に規定する目的を達成するため、次の各号

に掲げる事業を行う。 
  （１）学生が負傷した場合の傷害保険金の給付 
  （２）学生が負傷した場合の後遺障害保険金の給付 
  （３）学生が負傷した場合の傷害医療金の給付 
  （４）学生が負傷した場合の傷害見舞金の給付 
  （５）学生が負傷した場合の後遺障害見舞金の給付 
  （６）学生及び会員が病気によって死亡した場合の病気死亡弔

慰金の給付 
  （７）学生及び会員が傷害によって死亡した場合の傷害死亡弔

慰金の給付 
  （８）学生が居住する自宅、アパート･賃貸マンション等の火

災により罹災した場合の災害見舞金の給付 
  （９）学生が事故により大学所有の器物を破損した場合の器物

破損補助金の給付 
  （10）その他、前条に規定する目的を達成するために必要な事

業 
第２章 会  員 

（会員） 
第４条  本会の会員は、駿河台大学の学生及び大学院生の保証人

とする。 
（会員の資格） 
第５条  会員資格の有効期限は、会費を納入して学生が身分を取

得した日からこれを喪失した日までとする。 
２  会員は、別に定める細則にしたがって会費を納入しなければ

ならない。 
第３章 役  員 

（役員） 
第６条  本会に次の役員を置く。 
  （１）理事        ７人 
  （２）監事        ２人 
（理事） 
第７条  理事は、次の各号に掲げる者とする。 
  （１）駿河台大学父母会の役員の中から役員会において選任し

た者                     ３人 
  （２）駿河台大学教職員の中から選任した者      ４人 
（会長） 
第８条  本会に会長を置く。 
２  会長は、理事会を代表して会務を総理する。 
３  会長は、前条第１号の中から本会理事会において選任する。 
４  会長の任期は１年とする。ただし再任を妨げない。 
５  会長は、任期満了の後でも、後任の会長が選任されるまでは、

その職務を行う。 
（副会長） 
第９条  本会に副会長１人を置く。 
２  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務

を代行する。 
３  副会長は、第７条第２号の中から本会理事会において選任す

る。 
４  副会長の任期は１年とする。ただし再任を妨げない。 
５  副会長は任期満了の後でも、後任の副会長が選任されるまで

は、その職務を行う。 
（監事） 
第１０条 監事は、次の各号に掲げる者とする。 
  （１）駿河台大学父母会の役員の中から役員会において選任し

た者                        １人 
  （２）駿河台大学教職員の中から選任した者        １人 
２  監事は、本会の財産及び理事の業務執行の状況を監査する。 
 
 
 
 

（役員の任期） 
第１１条 役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 
２  役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選出されるまでは、

その職務を行う。 
（役員の報酬） 
第１２条 役員は、無給とする。ただし本会の活動に要した費用

は実費支給する。 
第４章  会  議 

（会議） 
第１３条 本会に、理事会を置く。 
（理事会） 
第１４条 理事会は、随時会長がこれを招集し、会長が議長とな

る。 
２  会長は、２名以上の理事より会議に付議すべき事項を示して

請求があった場合には、１ヶ月以内に理事会を開催しなければ

ならない。 
３  理事会は、構成員の過半数をもって成立し、議事は構成員の

過半数をもって決する。 
  ただし、可否同数の場合は議長が決する。 
４  理事会は、次の事項を学校法人駿河台大学と協議の上、審議

し執行する。 
 （１）予算及び決算並びに財務に関する重要事項 
 （２）事業計画及び事業報告に関すること 
 （３）その他会運営に関する重要事項 

第５章  会  計 
（収入） 
第１５条 本会の収入は、次のとおりとする。 
（１）会費 
（２）資産及びその運用から生じる収入 
（３）その他の収入 

（支出） 
第１６条 本会の経費は、前条各号の収入をもって支弁する。 
（資産の管理） 
第１７条 資産は、会長が学校法人駿河台大学に委任し、これを

管理する。 
（予算） 
第１８条 本会の予算は、理事会の議に基づき決定する。 
（決算） 
第１９条 本会の決算は、理事会の承認を得なければならない。 
（学校法人駿河台大学理事会の承認） 
第２０条  本会の予算及び決算並びに財務に関する重要事項は、

学校法人駿河台大学理事会の承認を得るものとする。 
（会計年度） 
第２１条  本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月

３１日に終わる。 
第６章  会則の変更と解散 

（会則の変更） 
第２２条  会則は、理事会の議決を得なければ変更することはで

きない。 
２  会則の変更については、学校法人駿河台大学理事会の承認を

得るものとする。 
（解散） 
第２３条  本会は、学校法人駿河台大学理事会の承認及び会員の

４分の３以上の同意を得なければ解散することはできない。 
２  解散する場合には、残余財産は理事会の議決を経て学校法人

駿河台大学に寄付するものとする。 
第７章 補  則 

（事務） 
第２４条 本会の事務は、駿河台大学学生支援部学生支援課が行

う。 
（細則） 
第２５条 本会則の施行について必要な細則は、理事会において

これを定める。 
付  則 
本会則は、平成８年４月１日から施行する。 
平成１０年６月１３日  一部改正 
平成１２年６月１７日  一部改正 
平成１８年４月１日   一部改正 
平成２０年４月１日   一部改正 
平成２６年６月７日   一部改正 


